
岡山県社会人バスケットボールリーグ規定 

１.参加資格に関する事項  

1)岡山県社会人バスケットボールリーグ（以下「社会人リーグ」)登録資格は、下記に登録された 

チーム及び選手とする。 

(1) 公益財団法人 日本バスケットボール協会(以下 JBA)に登録されたチーム。 

(2) 一般社団法人 岡山県バスケットボール協会(以下 県協会)に登録されたチーム。 

(3) JBAに登録された選手。 

(4) 県協会に登録された選手。 

 2)参加連盟等は次のとおりとする。 

  (1) 岡山県 チーム／競技者部門(一般（Ⅰ種）・オープン:オーバーエイジ) 

        ＊フレンドリーを含む 

(2) 岡山県 チーム／競技者部門(一般（Ⅰ種）・大学) 

   

２.登録に関する事項 

 1)チーム登録について 

  (1)年度登録とする。 

  (2)JBA登録・県協会登録を義務とする。 

  (3) Team JBAにて必要事項を記入し、社会人リーグの参加申し込みをすること。 

(4)社会人リーグ参加費については、指定する期限までに指定口座に振り込みを完了すること。 

(5)社会人連盟が行うリーグ代表者会議へ参加すること。 

(6)上記（1）～（5）項目が 1つでもできていない場合は、社会人リーグの参加を認めない。 

 2)個人登録について 

  (1)年度登録とする。ただし、自チームのリーグ戦最終試合の一週間前までとする。 

   ＊最終試合に参加しなければ、入れ替え戦には参加できない。 

  (2)JBA登録・県協会登録を義務とし、未登録選手の参加は認めない。 

  (3)混合・複数チーム登録時の選手追加する場合は、社会人リーグ事務局指定の参加申込書に記載 

し、社会人リーグ事務局へ提出すること。 

(4)年度内での社会人リーグ登録チーム間の移籍は認めない。 

 ＊Team JBAにて社会人リーグの参加申し込み（又は追加登録）時に選手登録をした時点で 

そのチームに登録したとみなす。 

  (5)選手登録は、本人の同意を必ず確認した上で行うこと。 

  (6)高校生については、一般カテゴリー（オープン、オーバーエイジ、フレンドリー）登録者に 

限り参加を認める。 

    別紙、『岡山県社会人バスケットボール連盟における選手移籍について』に準じる。 

  (7) 外国籍の選⼿登録は制限を設けない。ただし登録時に必要な書類（⼊国および滞在を証明 

する⼊国査証等の写しの確認など）をアップロードすること。 

  (8)登録追加は随時認める、但し、下記手続きを必ず行うこと。 

   ①JBA登録・県協会登録を行うこと。(Team JBAで登録し、個人登録料納付) 

   ②所属連盟の承認(登録確認)を受けること。 



   ③Team JBA内の大会申し込みの選手欄に追加選手の登録処理を行うこと。 

   ④社会人リーグ事務局へ追加登録処理を行ったことを自チームの試合１週間前までに通知する 

こと。⇒受理された時点で出場可とする。 

  (9)登録抹消は随時認める。 

   ①Team JBA内の選手欄を抹消し、社会人リーグ事務局へその旨をメールで報告すること。 

  (10)その他は JSBの規定に準ずる。 

3)社会人リーグ登録時期 

  (1)参加告知 ⇒ 県協会 HP及び社会人連盟総務委員会を通じて傘下チームに告知 

  (2)申込み期限 ⇒ 指定された日 

   ①チーム登録(登録料納付)が終わっているチームとする。(未納チームは参加不可) 

   ②個人登録(登録料納付)が終わっている選手とする。(未納選手は参加不可) 

  (3)申込み書類 ⇒ 複数チーム及び混成チームの追加選手の届出は、社会人リーグ事務局へ提出 

すること。(所定の参加申込書を提出) 

4)Team JBA内のスタッフ・選手欄に必要事項を記載し、登録すること。 

  (1) スタッフ 

①コーチ・・・公認コーチ資格取得した人を登録 

②帯同審判員（2名以上）・・・公認審判資格取得した人を登録 

③マネージャー、トレーナー等・・・メンバーIDを登録した人を登録 

  (2)選手・・・上限は設けない・・・個人 ID・氏名 

   ※代表者、運営委員、帯同審判員については、兼ねても良い。 

   ※社会人リーグ登録チーム毎に代表者・運営委員・帯同審判員を選出すること。 

 

３.参加費について 

 1)参加費は、年間 2.5万円とする。 

 2)参加費は指定された日までに納付すること。納付先は、別途事務局より連絡する。 

 3)参加費は、社会人リーグ登録チーム毎に発生する。 

 

４.チーム責務について 

 1)社会人リーグ参加の全てのチームに責務は発生する。 

  ※チーム責務は、社会人リーグ登録チーム毎に発生し割り当てを与える。 

 2)代表者（2名以上とする)・帯同審判(2名以上）を登録、運営委員はチーム内 

より選び大会運営に協力すること。 

 3)運営割り当て(会場役員・審判・TO等)は、チームで責任を持って実施すること。 

 4)会場運営は担当チームが行うこと。(割り当ては社会人リーグ事務局が決定する） 

 

５.競技方法について 

 1)競技について 

  ①日本バスケットボール競技規則に基づき行なう。 

  ②ベンチ入りは、選手 15名以内、スタッフ（コーチ１名、アシスタントコーチ、マネージャー、 

   トレーナー等）6名の合計 21名以内とする。 



   尚、上記チーム関係者以外はベンチに入ってはならない。 

   ※試合毎、所定のメンバー表を作成しゲーム前に提出すること。 

   ※部外者のベンチ入りは禁止とし、Team JBAに登録されていない者はベンチに座れない。 

  ③競技中、コート上で同時にプレイできる外国人選手は 1名とする。（オンザコート 1） 

  ④チーム全員がユニフォームを上・下そろえて出場すること。 

   なお、ユニフォームの規定、アンダーウェア等の着用に関しては、JSB規則のとおりとする。 

   ソックスの色については規則通りチーム内統一のこと。 

※ユニフォームとソックスの色は異なっていても良い。 

  ⑤ベンチは日程表の左側チームがオフィシャル席に向かって右、ユニフォームは淡色とする。 

 

 2)男子試合方法 ・レギュラーシーズン：1部～4部 リーグ戦 

         ・順位戦：リーグ戦・トーナメント戦 

         ・入替戦 

 3)女子試合方法 ・レギュラーシーズン：1部～3部 リーグ戦 

         ・順位戦：リーグ戦・トーナメント戦 

         ・入替戦 

 4)順位決定方法 

  日本バスケットボール競技規則の総当たり方式の大会に適用される方法により順位を決定する。 

 5)試合時間 

  (1) リーグ戦  男子 1部・・・10分ピリオド インターバル 2分 ハーフタイム 10分 

            男子 2部・・・10分ピリオド インターバル 2分 ハーフタイム 10分 

            男子 3部・・・ 8分ピリオド インターバル 2分 ハーフタイム 8分 

            男子 4部・・・ 8分ピリオド インターバル 2分 ハーフタイム 8分 

 

   女子 1部・・・10分ピリオド インターバル 2分 ハーフタイム 10分 

            女子 2部・・・ 8分ピリオド インターバル 2分 ハーフタイム 8分  

            女子 3部・・・ 8分ピリオド インターバル 2分 ハーフタイム 8分  

 

         ※延長時限：10分ピリオドの場合は 1回 5分、8分ピリオドの場合は、1回 3分の 

延長時限を必要な回数だけ行う。各延長時限の前のインターバルは 2分とする。 

 

  (2) 順位戦 各部の試合時間とする。 

  (3) 入替戦 全試合 10分ピリオド インターバル 2分 ハーフタイム 10分とする。 

 6)年間スケジュール 

  (1)チーム登録を受け競技会委員会で決定する。 

 7)カテゴリー編成について 

  (1)各カテゴリー内のチーム数については、参加チーム数を勘案して主催者において決定する。 

  (2)次年度以降については、入替戦を実施しカテゴリー編成を行う。 

  (3)新規参入チームは、最下部カテゴリーからの参入とする。ただし、主催者においてこれと異な

る決定をする場合もある。 



 8)次年度不参加チームの処置 

  (1)各カテゴリーで次年度登録を見送ったチームがある場合は、下部カテゴリー上位からの自動 

昇格とする。 

 

６.運営に関する事項 

 1)会場について 

  ①会場運営は、原則大会役員の指示のもとチーム運営委員が行うこと。 

  ②体育館使用規則を守ること。 

   ・駐車場  ・ゴミ持帰り  ・喫煙ルール 等 

 

 2)罰則について 

  ①罰則を必要とする事案が発生した場合は、『岡山県社会人バスケットボール連盟主催大会に 

おける罰則等対象事案の処分について』に従い処分するものとする。 

※上記事象に該当しない事案があった場合は、大会規律委員会もしくは OBA裁定・規律委員会 

において都度審議を行う。  

 3)その他 

  ①予定日に止むを得ず棄権する場合は、速やかに社会人リーグ事務局に連絡をすること。 

   ただし、審判、オフィシャル、チーム運営委員の責任は果たすこと。 

 

７.審判割について 

 1)審判割は、リーグ戦開始後数回に分けて各チームに審判委員会から割り当てを通知する。 

 

８.帯同審判について 

 1) 割り当てを担当する審判員はライセンス有資格者であること。 

無資格者が担当していることが発覚した場合、分かり次第罰則が与えられる。 

2)原則として審判割り当ての変更は行なわないので、チームで責任を持って履行すること。 

所属チームの試合が棄権等で無くなった場合でも割り当て通りとするが、割り当て予定となってい

た試合が無くなった場合や、諸事情により所属チームの試合が日程変更になった場合は当初予定し

ていた割り当ての変更を検討する。 

ただし、調整した中で「協会付」として入ってもらう場合もありますので、そのような場合には審

判委員会から連絡をする。 

 3)帯同審判員は講習会等に積極的に参加して審判技術の向上に努め、割り当てられた試合は責任と自

覚を持ったうえで、全力で取り組むこと。 

 4)帯同審判員は、「競技規則」「オフィシャルズマニュアル」及び「プレイコーリング・ガイドライン」

を熟読したうえで審判技術の向上に努めること。ゲーム終了後は可能な限り、相手審判や会場にい

る審判員と積極的にミーティングを行なって、長所を伸ばし短所を修正するヒントにすること。 

 5) 割り当てを担当する審判員は試合開始時間の１時間前には会場に到着し、運営委員に到着の届け

を済ませること。（その際にライセンス証の提示を求める場合がある。） 

 6)都合により割り当てられているチーム内の帯同審判員が吹けない場合は、チームの責任において代

理のライセンス保有審判員を手配（他チームへ依頼するなど）し割り当てを履行すること。 



 7)帯同審判員制度の主旨を理解し、社会人リーグに参加できる条件のひとつであるということを強く

認識して、チームの責任として帯同審判員のレベルアップに取り組んでください。また、既に帯同

審判員として認められている方でも向上心の欠如や取り組む姿勢に問題のある方や、キャンセルが

度々あった方は、帯同審判員としての資格を取り消すことがあります。    

8)審判ウェア セカンドユニフォーム着用について 

セカンドユニフォームの着用については「岡山県審判委員会統一ルール」に準じて、以下の通り本

大会でも着用を認める。 

①「夏季」に限らず、大会期間を通して着用を可とする。 

②クルー（審判パートナー）内で、審判ユニフォームの種類（従来の審判ユニフォーム・セカンド

ユニフォーム）が揃っていなくても差し支えない。 

③「セカンドユニフォーム」着用の場合は、上下ともセカンドユニフォームでなければならない。 

④「セカンドユニフォーム」着用の際のソックスは黒色とする。 

 9)レフェリーマスク（ホイッスルカバー）の着装は個人の判断に委ねるものとする。 

10) 公認審判員証（ワッペン）について 

  審判を行う際はライセンス保有者を示す公認審判員証（ワッペン）を常に身につけること。 

 

９.大会撮影について 

チーム関係者・一般観客、役員は、２階のみ写真・動画の撮影をしてもよい。 

ただし、役員については業務上必要となるので、大会役員が許可したものだけ１Fフロアでの 

撮影を許可する。（１F撮影許可証を出す。） 

 

 

10.メンバーIDカードについて  

試合会場には各人メンバーIDカード(デジタル IDでも可)を持参すること。 

本人確認を抜き打ちで行う。 （今年度の IDカードが届くまでは昨年度のカード可）  

      

            

制定 平成３０年４月１日 

                      改定 平成３１年４月１日 

                      改定 令和 ２年８月１日（令和２年度限定措置分）

          改定 令和  ３年８月１日（令和３年度限定措置分） 

                      改定 令和 ４年５月２１日 

       改定 令和 ５年５月１３日 

                      改定 令和 ６年６月１５日 

                      改定 令和 ８年 3月１５日 

 

           岡山県社会人バスケットボール連盟  


